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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 30(オ)179 原審裁判所名 福岡高等裁判所 

事件名 家屋明渡請求 原審事件番号  

裁判年月日 昭和 34 年 2 月 19 日 原審裁判年月日 昭和 29 年 12 月 17 日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 13 巻 2 号 160 頁   

 

判示事項 賃貸借解約申入に基く家屋明渡訴訟の口頭弁論により新たな解約申入をなした

ものと認められた事例。 

裁判要旨 賃貸借の解約申入に基いて提起された家屋明渡請求訴訟においては、その解約

申入当時に正当事由が存在していなくても、原告が、右訴訟を維持継続し口頭

弁論期日に弁論を行つた場合には、その都度被告に対し明渡を求める意思を表

示したものと解すべきであり、その間正当事由を具備するに至つた頃の口頭弁

論期日に正当事由のある解約申入をなしたものと解するのが相当である。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人らの負担とする。 

理    由 

 上告代理人鶴田常道の上告理由について。 

 所論は、原判決の理由不備、審理不尽、借家法違反、判例違反をいうのである。しかし、原

審の確定したところによれば、被上告人ら（控訴人ら、原告ら）は、訴外人Ｄより本件家屋を

昭和二四年一月三一日買い受け、所有権移転登記手続も完了したが、その後間もなく、右家屋

をその前主より期間の定めなく賃借し居住していた上告人ら（被控訴人ら、被告ら）に対し、

自ら居住する目的で買入れたものであることを理由として明渡を求め、上告人らは他に移転

すべき家屋もなく、住宅難の折柄他人が現に賃借居住中の家屋を買い受け直ちに明渡を求め

るのは不当であるとして、昭和二四年二月以降の賃料を供託して明渡をせず、その後六月の期

間経過後も猶明渡に応じないので、被上告人らは本訴を提起し、訴訟を継続中であり、口頭弁

論が行われたことが認められ、そして原審は、被上告人らが当初解約の申入をした当時及び訴

訟継続中における本訴当事者の双方の事情につき詳細認定しているのである。 

 かかる事実関係の下においては、被上告人らは、本訴明渡請求訴訟を維持継続し、口頭弁論

において弁論を行う都度上告人らに対し明渡の意思表示がなされているものと解するを相当

とし、そして前記原審の認定したところによれば、「既に本訴提起以来数年の歳月を経て居り、

その間原審（第一審）繋属中調停が試みられたことも本件記録に徴して明白であり、加ふるに

控訴人（原告）、被控訴人（被告）双方の前段認定のような利害関係を比較検討し、昭和二四

年以降住宅事情も相当緩和されてきている最近の情勢並びに被控訴人（被告）等において他に

移転先を求めるため相当の協力を払つたことの主張立証もない）というのであり、原審におい

ては二八年一〇月二二日第一回口頭弁論が行われ、爾後二九年一月一八日、三月二六日、六月

四日、九月二二日、一二月三日に口頭弁論を続行して結審となつたものであることが記録上明
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らかであるから、これらの事実を綜合すれば、本件においては、被上告人ら（控訴人ら、原告

ら）により、遅くとも昭和二九年三月二六日の口頭弁論期日において、正当事由のある解約申

入れがなされたものと解することができ、従つてその後六月の期間満了の後において本件賃

貸借契約は、被上告人らの右解約申入れによつて終了し、上告人ら（被控訴人ら、被告ら）は、

被上告人らに対し本件家屋を明渡すべき義務を負うに至つたものといわなければならない。

それ故、右判断と結論を同じくする原判決は、結局正当である。また原判決は、本件当事者の

双方につき認定した事実関係の下において正当事由ありと判断しているのであるから、引用

の判例に違反する点も認められない。それ故、所論は採るを得ない。 

 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。 

（裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫） 

 

 

※参考：判例時報 117 号 19 頁 


